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■旧両市の下水道使用料について 

 
 ※ 数値は全て平成１４年度（合併前最後の年）の決算数値です。 
 
＜旧静岡市＞ 

  
番号 項 目（カッコ内は構成比） 数  値 
① 人 口 ４７３，８８８ 人 
② うち下水道使用者 （65.4％） ３０９，７８８ 人 
③ うち下水道非使用者（34.6％） １６４，１００ 人 
④ 使用料収入（税抜き） ６，７１５，４７８千円 
⑤ 一般会計補助金 ２，４６９，５２４千円 

 
 使用料収入④を下水道使用者②で割ると、使用者一人当たりが使用料として
支出している平均額が算出されます。 
 
      ６,７１５,４７８÷３０９,７８８＝２１,６７８円⑥ 
 
 次に、一般会計補助金（いわゆる赤字の税金による補填分）⑤を①で割ると、
市民一人当たりが税金から下水道事業へ支出している平均額が算出されます。 
 
      ２,４６９,５２４÷４７３,８８８＝ ５,２１１円⑦ 
 
 以上から、旧静岡市では市民の方一人当りが下水道事業に支出している平均
額⑥＋⑦は、 
 
 
下水道を使用している方 ＝２１,６７８＋５,２１１＝２６,８８９円⑧ 

  下水道を使用していない方＝               ５,２１１円⑨ 

 
 
となります。 
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同じように旧清水市について計算を行います。 
 
＜旧清水市＞ 

        
番号 項 目（カッコ内は構成比） 数  値 
① 人 口 ２３６，８５０ 人 
② うち下水道使用者 （45.1％） １０６，７５７ 人 
③ うち下水道非使用者（54.9％） １３０，０９３ 人 
④ 使用料収入（税抜き） １，８８５，５８３千円 
⑤ 一般会計補助金 ２，３２４，１２３千円 

 
 使用料収入④を下水道使用者②で割ると、使用者一人当たりが使用料として
支出している平均額が算出されます。 
 
      １,８８５,５８３÷１０６.７５７＝１７,６６２円⑥ 
 
 次に、一般会計補助金（いわゆる赤字の税金による補填分）⑤を①で割ると、
市民一人当たりが税金から下水道事業へ支出している平均額が算出されます。 
 
      ２,３２４,１２３÷２３６,８５０＝ ９,８１３円⑦ 
 
 以上から、旧清水市では市民の方一人当りが下水道事業に支出している平均
額⑥＋⑦は、 
 
 
下水道を使用している方 ＝１７,６６２＋９,８１３＝２７,４７５円⑧ 

  下水道を使用していない方＝               ９,８１３円⑨ 

 
 
となります。 
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＜旧両市の比較＞ 
 
 

 
⑥を比較すると、下水道使用料として直接使用者が負担している額は 
２１，６７８円と１７，６６２円であり、旧静岡市の方が 22.7％多く負担して
いることとなります。 
 

 
 
 

 
⑦を比較すると、一般会計から間接的に負担している額は 
５，２１１円と９，８１３円であり、旧清水市の方が 88.3％多く負担している
こととなります。 
 

 
 
 

 
⑧を比較すると下水道使用者一人当りの負担額は２６，８８９円と 
２７，４７５円となり、ほぼ同程度であったことがわかります。 
一般的には、直接家計から支出する⑥の金額で「使用料の高い安い」という
判断をするのが市民感覚と考えられますが、実際の負担額自体は同程度であっ
たということとなります。 
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＜比較結果から読み取れること＞ 
 
 
左記の比較結果から、下水道事業がある程度普及していた旧静岡市において
は、「下水道を使用している方がなるべく負担する」という使用者負担の原則に
基づいた使用料体系を設定し、普及拡大中の旧清水市においては、「今後下水道
の対象となる市民の方からも先行的に負担していただく」という観点から現在
下水道を使用している方の負担を抑え、幅広く市民全体に負担してもらおうと
いう使用料体系を設定していたことがわかります。 

 
 
このことは、下水道事業の経営を最も端的に表している指標といわれる「経

費回収率」（使用料収入を汚水処理費で除したもの。１００％で損得がない独立
採算を実現できる理想的な状態。）で比較すると、旧静岡市が 72.2％、旧清水市
が 45.1％となり、使用料として回収していた状況の差がよくわかります。 

 
 
 もちろん、下水道の普及率など個々の自治体の置かれている状況は異なりま
すし、一般会計からどの程度下水道事業に負担するかという政策判断は各自治
体が総合的に判断すべきことですので、どちらがいいとか悪いとかということ
はありません。 
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■合併後の状況 

  
さて、合併後の平成１６年度の新しい静岡市の状況をみてみます。 
 
※ 上段が旧静岡市単位、下段が旧清水市単位の数値 
番号 項 目 

 
Ｈ１６（合併後） Ｈ１４（合併前） 

① 人口（葵・駿河） 
   （清水） 

４７４，９５２ 人 
２３４，９９７ 人 

  ４７３，８８８ 人 
２３６，８５０ 人 

② うち下水道使用
者  

３１５，８５６ 人 
１０９，６７０ 人 

３０９，７８８ 人 
１０６，７５７ 人 

③ うち下水道非使
用者 

１５９，０９６ 人 
１２５，３２７ 人 

１６４，１００ 人 
１３０，０９３ 人 

④ 使用料収入 ６，８４２，５７１千円 
１，９９２，２９９千円 

６，７１５，４７８千円 
１，８８５，５８３千円 

⑤ 一般会計補助金 ４，９８０，９８７千円 ２，４６９，５２４千円 
２，３２４，１２３千円 

⑥ 経費回収率 ６４．０ ％ ７２．２ ％ 
４５．１ ％ 

⑤を①の合計で割ると、 
   ４,９８０,９８７÷７０９,９４９＝７,０１６円・・・ア 
 市民一人当りの税金から下水道事業へ支出する平均額は、 

旧静岡市は５,２１１円→７,０１６円で 34.6％上昇 
     旧清水市は９,８１３円→７,０１６円で 28.5％減少 
となっています。 
  
一方、④を②で割ると、 
 旧静岡市は、６，８４２，５７１÷３１５，８５６＝２１，６６４円・・イ 
 旧清水市は、１，９９２，２９９÷１０９，６７０＝１８，１６６円・・ウ 
となります。 
 
 そこで、  ア＋イ＝７，０１６＋２１，６６４ ＝２８，６８０円・・エ 

ア＋ウ＝７，０１６＋１８，１６６ ＝２５，１８２円・・オ 
が旧静岡市、旧清水市のそれぞれにおいて、下水道を使用している方一人当り
の平均負担額となります。 
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 ＜１市２制度が現状に与えている影響＞ 

 
 
合併を完了し、一般会計からの負担額は既に統一されていますが、同
じ静岡市の下水道事業に対しての平均負担額に一人当り約３，５００円
の差が生じています。 
この負担の不公平こそが１市２制度の問題点であり、早期に一元化が
必要とされている点です。 

 
 
 

 
また、使用料体系を変えていないので、経費回収率が 64.0％となって
おり、旧静岡市に比べると 8.2％減少、旧清水市に比べると 18.9％上昇
するという状況となっています。 
新しい使用料体系の策定に当っては、今後どのような経費回収率を目
標として設定するかにより、大きく変わることとなります。 
 

 
 

 
つまり、①経費回収率を引き下げて、下水道を使用していない方の負
担割合を大きくしていくのか、②経費回収率を引き上げて、下水道を使
用していない方の負担割合を小さくしていくのかによって、目標とする
使用料収入の値が決まり、その配分を考えた体系を策定していくことと
なります。 
 

 
 

 
 
 
 
 


